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上越ケーブルビジョン放送加入契約約款 

 

上越ケーブルビジョン株式会社（以下「ＪＣＶ」という）とＪＣＶの回線を利用した放送サービス

の提供を受ける者（以下「加入者」という）との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとし

ます。 

 

【ＪＣＶの提供するサービス】 

  第１条 ＪＣＶは業務区域内の加入者にＪＣＶ回線を利用して次のサービスを提供します。 

(１) 区域内・区域外のテレビジョン放送・ラジオ放送及びデータ放送の同時再放送並びに

テレビジョン自主放送（以下「基本サービス」という）。 

(２) 基本サービス以外の有料によるテレビジョン自主放送・ラジオ放送及びデータ放送（以

下「有料チャンネル」という）。 

(３) 有料チャンネルは基本サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。 

(４) 上記事業に付帯するサービス業務。 

 

【契約の形態】 

第２条 加入契約は、別に定める料金表のとおり端子または世帯ごとに行います。 

有料チャンネル契約は、別に定める料金表のとおり端末台数ごとに行います。 

 

【契約の成立】 

第３条 加入契約は、加入者がこの契約約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入

のうえ、加入申込金を添え申込み、ＪＣＶがこれを受理したときに成立します。ただし、

加入者引込線を設置し保守することが技術上・経営上困難な場合、ＪＣＶは加入の成立

を撤回することができるものとします。 

     ２． 有料チャンネルを希望する加入者は、ＪＣＶが別に定める申込書に所要事項を記入のう

え申込み、ＪＣＶがこれを受理したときに成立します。 

 

【契約の申込みの撤回等】 

第４条 加入申込者は、加入申込みの日から起算して８日を経過するまでの間、書面によりその

撤回又は当該加入契約の解除を行うことができます。 

      ２．前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の書面を発した時にその効力を生

じます。 

      ３．第１項の規定により加入契約の申込みの撤回等を行なった者は、加入申込金の還付を請

求することができます。ただし、あらかじめ加入契約の申込みの撤回をする等悪意の意

思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入申込みをしようとする者に対する保

護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められたときは、この

限りではありません。 

 

【契約の有効期限】 

第５条 契約の有効期限は、契約成立から１年間とします。ただし、契約期間満了の１０日前ま



でにＪＣＶ、加入者いずれからも文書により何等の意思表示のない場合には、引き続き

１年間の期限をもって更新するものとし、以後も同様とします。 

 

【引込み工事、宅内工事の範囲】 

第６条 ＪＣＶでいう工事とは次のとおりとします。 

（１） 引込み工事（同軸１次引込み工事）は、タップオフ出力端子より加入者側に取り付け

られる保安器までのケーブル長５０ｍ以内の屋外部分の工事をいいます。ただし、保

安器は加入者側第１次支点より５ｍ以内に取り付けるものとします。 

（２） 光テレビ引込工事（光１次引込み工事）はクロージャー出力より加入者側に取り付け

られるＶＯＮＵ（放送用光電変換装置）を収納する成端箱までのケーブル長５０ｍ以

内の屋外部分の工事をいいます。ただし、成端箱は加入者側第１次支点より５ｍ以内

に取り付けるものとします。なお光テレビ引込工事はＪＣＶの都合で行うものとしま

す。 

（３） 光テレビ追加引込工事は、すでにＪＣＶ光インターネット利用のために光ファイバが

引込されている加入者で、かつ追加で光テレビ視聴用の工事を行なう場合です。この

場合、新たにＶＯＮＵ設置工事を行ないます。なお宅内工事は別途必要となります。 

（４） 加入者の都合により、保安器またはＶＯＮＵをＪＣＶの引込工事範囲を超えて取り付

ける必要がある場合はＪＣＶの承諾を得るものとします。 

（５） 宅内工事は、保安器またはＶＯＮＵ出力より加入者側すべての設備工事をいいます。 

（６）  特例工事（２次引込工事）は、既設アンテナ受信建造物への引込みの場合のみ発生す

る工事で、保安器またはＶＯＮＵ出力より既設アンテナ線と屋外部分での接続および

受信機のチャンネル設定までをいいます。ただし、保安器またはＶＯＮＵ出力より既

設アンテナ線接続部までの間が１０ｍを超える場合、接続部より受像機までの間が不

良配線等により、チャンネル設定不可能な場合、ＶＯＮＵ設置のために電気工事が必

要な場合、地下埋設・配管・コンクリート建造物の貫通等、特殊工事を要するものは

この工事に含まれません。 

 

【加入申込金、加入金、工事代金並びにＪＣＶ回線利用料及び有料チャンネル視聴料】 

第７条 ＪＣＶに加入し、サービスの提供を受けようとする者は、別に定める加入金・工事代金・

ＪＣＶ回線利用料（以下「基本利用料」という）を支払うものとします。 

２． 特定の加入者引込線を設置するために、新たにタップオフまたはＶＯＮＵまでの伝送路

の増設工事が必要な場合、当該加入者は前項に定める費用のほかに特別伝送路工事に係

わる費用についてＪＣＶと協議により全額又は一部を負担するものとします。 

３． ＪＣＶが設定した基本利用料の中には、ＮＨＫが定めるすべての受信料及び有料放送事

業会社の視聴料は含まれておりません。 

４． 加入申込金は、別に定める加入金の一部に充当するものとします。 

５． 有料チャンネルを希望する加入者は、別に定める料金表のとおり支払うものとします。 

６． ＪＣＶの業務区域内に、短期（６ヶ月以内）に滞在する者や、公営住宅、アパート等の

居住者で、臨時に加入を希望する者（以下、臨時加入者という。）については、別に定

める工事代金と臨時加入利用料を前払いするものとします。               

７． 加入金・工事代金並びに基本利用料及びＪＣＶ有料チャンネル視聴料等の支払いが、支



払日より遅延した場合は、年利14.5％の遅延金の支払いを要します。 

８． 経済環境の変動に伴い、加入金・工事代金及び基本利用料・視聴料等の改定をできるも

のとし、改定する場合は１ヶ月前に当該加入者に通知するものとします。 

 

【料金等の支払い方法】 

第８条 加入金・工事代金・基本利用料・視聴料及びその他の条項に定めた費用等の支払いは、

ＪＣＶが認めた場合を除き契約成立の翌月から口座振替で、ＪＣＶが指定する期日まで

に支払うものとします。 

          なお加入金は申込み月の翌月、工事代金は工事完了月の翌月、基本利用料は工事完了月

の翌月から口座振替するものとします。 

２． 基本利用料の支払いは、２ヶ月分前納又は１年分前納とします。１年分口座振替にて前

納の場合は、１ヶ月分を割引します。 

３． JＣＶの有料チャンネル料金は、サービスの提供を受けた当月からＪＣＶに視聴料を支

払うものとします。 

４． 加入金・工事代金を分割支払いする場合、別途分割支払い手数料を支払うものとします。 

 

【ＪＣＶの保守責任及び免責事項】 

第９条 JＣＶの保守責任範囲は、放送センターから保安器またはＶＯＮＵまでとします。ただし、

加入者の都合により保安器またはＶＯＮＵをＪＣＶの引込工事範囲を超えて取り付けた

場合は、加入者側第１次支点までとします。 

２． ＪＣＶは、ＪＣＶ施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は維持管理

の必要上、サービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。 

３． JＣＶは、加入者からＪＣＶ施設に異常のある旨申出があった場合は、これを調査し必

要な処置を講ずるものとします。ただし、保安器またはＶＯＮＵの出力端子あるいは加

入者側第１次支点以降の施設及び受信機等に起因する事項の場合は、加入者の責任とし

修復に要する費用は加入者負担とします。 

４． 加入者はＪＣＶもしくはＪＣＶの指定する業者が設備の調査・点検・修理等を行う場合、

加入者の敷地・家屋・構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。 

５． 加入者は加入後の故障又は過失により、ＪＣＶの施設に故障が生じた場合にはその施設

の修復に要する費用を負担するものとします。 

６． JＣＶは天災・事変その他ＪＣＶの責任に帰することのできない事由によるサービス提

供の停止に基づく損害の賠償には応じません。 

７． ＪＣＶが第１条(１)に定めるサービスすべてを月のうち引き続き１０日以上行わなか

った場合、当該月の利用料は第７条の規定にかかわらず無料とします。ただし、有料チ

ャンネルの場合は別途とします。 

 

【設置場所の無償使用】 

第１０条 ＪＣＶは施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する

敷地・家屋・構築物等を無償で使用できるものとします。 

２． 加入者は、加入契約の締結について地主・家主その他利害関係人がある時には、予め

必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。 



 

【施設の設置及び費用の負担等】 

第１１条 ＪＣＶは本施設のうち放送センターから加入者の最寄りのタップオフまたはクロージ

ャーまでの施設の設置に要する費用を負担するものとします。 

２．加入者は最寄りのタップオフまたはクロージャーから保安器またはＶＯＮＵ、あるいは

加入者側第１次支点までの引込みに要する所定の費用を負担し、ＪＣＶが所有します。 

３．加入者は、保安器またはＶＯＮＵの出力端子あるいは加入者側第１次支点以降のすべて

の施設に要する費用を負担し、これを所有します。 

４．加入以後、増改築等加入者の都合による引込み工事の移動等については、加入者がすべ

て負担するものとします。 

５．有料チャンネル視聴のためのセットトップボックス（以下「ＳＴＢ」という）またはホ

ームターミナルについては、加入者がＪＣＶの指定した製品をＪＣＶの特約店で購入し

使用するものとします。 

６．停止中又は休止中のＪＣＶサービスを再開する場合の費用は、別に定める開通工事代を

支払うものとします。 

 

【設置場所の変更等】 

第１２条 加入者が転居等により、受信設備の移転を行なう場合は、ＪＣＶの施設が設置されて

いる区域内か(社)日本ケーブルテレビ連盟 加入者相互乗入れ制度を利用した移転に

限り認めますが、その移転に要する費用は加入者の負担とします。ただし、臨時加入

者の移転は認められないものとします。 

            なおＪＣＶ施設が設置されている区域内への移転の場合、別に定める移転工事代を支

払うものとます。 

            

【名義変更】 

第１３条  次の場合は、ＪＣＶの承認を得た上で加入者の名義を変更できるものとします。こ

の場合新加入者は、別に定める名義変更料をそえてＪＣＶに申し出るものとします。   

(１) 相続の場合 

(２) 新加入者が、旧加入者の受信機の設置場所において、ＪＣＶの提供するサービスを受

けることについて、旧加入者の権利義務を継承する場合。 

 

【加入申込書記載事項の変更】 

第１４条  加入者が、サービスの変更を希望する場合は、ＪＣＶに申し出るものとします。申

し出がありＪＣＶがこれを受理した場合、ＪＣＶは速やかに変更された契約内容に

基づいてサービスを提供します。 

２． 前項のほか、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、加入者はＪＣ

Ｖに速やかに申し出るものとします。 

 

【放送内容の変更】 

第１５条  ＪＣＶはやむを得ない事情によりサービス内容を変更することがあります。なお、

変更によっておこる損害賠償には応じません。 



 

【加入者の禁止事項】 

第１６条  加入者がテープ・配線等によりＪＣＶのサービスを第三者に提供することは、有償・

無償にかかわらず禁止します。 

２． 加入者がＪＣＶ契約以外の機器、施設を相互に接続して、ＪＣＶの施設を利用した

場合には、違約金を支払わねばなりません。 

 

【一時休止】 

第１７条  加入者は移転等により、ＪＣＶのサービスの一時休止を希望する場合、ＪＣＶへ文書

で申し出るものとします。 

２．ＪＣＶがこれを認めた場合、別に定める一時休止手数料及び一時休止代金を支払うも

のとします。  

３．一時休止期間は最長５年間とし、期間経過後は自動的に解約となります。 

４．一時休止した日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの 期間の

基本利用料は無料とします。 

５．一時休止を解除し再度サービスを利用する場合、別に定める再開通工事代金を支払う

ものとします 

 

【加入契約の解約】 

     第１８条  加入者が、加入契約を解約しようとする場合は、直ちにＪＣＶにその旨を文書で申し

出るものとします。 

２． 解約の場合は、加入金の払い戻しはいたしません。ただし、利用料等を前納している

場合には、解約の月の翌月分以降の前納分を払い戻すものとします。 

３． 第１項の解約の場合、ＪＣＶはＪＣＶの施設を撤去し、加入者は別に定める解約撤去

工事代を負担するものとします。ただし、撤去費用及び撤去に伴い加入者が所有もし

くは占有する敷地・家屋・構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧費

用を負担するものとします。 

４． 有料チャンネルの解約は第１項を準用し、視聴料の取り扱いは第２項利用料の例に準

じます。 

５． 加入契約を解約した後でも、解約前に生じた加入者の補償責任並びに負うべき義務は

失効しないものとします。 

 

【加入者の義務違反による停止】 

第１９条  ＪＣＶは加入者の基本利用料の支払い遅延等本約款に違反する行為があった場合は、

サービスの提供を停止又は解約することができるものとします。 

２． 宅内において機器の不良・増幅等により障害電波発生源となっていると認められる

加入者が、その改良に応じない場合は、改良後までの間サービス停止又はＪＣＶは

解約手続きをすることができるものとします。 

 

【CAS カードの取扱いについて】 

第２０条 ＪＣＶは、ＳＴＢ1 台に対して、地上デジタル、ＢＳデジタル放送用ＩＣカード（以下



「Ｂ-ＣＡＳカード」という）及びＣＳチャンネル用ＩＣカード（以下「Ｃ-ＣＡＳカード」

という）をそれぞれ1枚を加入者に対し無償貸与するものとします。なお、Ｂ-ＣＡＳカ

ードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシス

テムズの「Ｂ－ＣＡＳカード使用承諾契約約款」に定めるところによります。 

   ２．前項１に定めるＢ－ＣＡＳカードおよびＣ－ＣＡＳカードを複製、分解、改造、変造若

しくは改ざんまたはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カード

の機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れの

ある行為を行うことを禁じます。 

   ３．前項２に違反した場合にはＪＣＶは本契約を解除し、お客様に対し、そのカードの返却

を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することがあります。 

４．Ｂ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードは、加入契約の解約または解除から１０日以内

にＪＣＶに返却しなければならないものとします。加入者よりＢ－ＣＡＳカード、およ

びＣ－ＣＡＳカードの返却がされない場合、加入者はカード費用として別に定めるカー

ド再発行費用をＪＣＶに支払うものとします。  

５．加入者が故意、又は過失によりＪＣＶから貸与を受けているＣ-ＣＡＳカードを破損、紛

失した場合には、その損害額をＪＣＶに支払うものとします。 

６．システム変更（バージョンアップ）・カードの不具合等でＢ－ＣＡＳカードまたはＣ－Ｃ

ＡＳカードの交換が必要となった場合、ＪＣＶは加入者にカード交換をお願いすること

があります。その場合、交換工事費は有料になる場合があります。 

７．ＳＴＢがＣ－ＣＡＳカード未対応の機種の場合は、該当ＳＴＢに対してＣ－ＣＡＳカー

ドは無償貸与しません。 

 

【個人情報保護に関する事項】   

第２１条 本申込書に記載の加入者の氏名、年齢、住所、電話番号、銀行口座番号を個人情報とし、

これらにつきまして下記の通り取り扱うこととします。 

   ２．下記の目的に必要な範囲で、ご提供いただいた個人情報を利用させていただきます。 

（１）放送サービス契約、利用料等のご請求及びサービスに必要となる事務手続き 

（２）放送サービスに係る工事、サービスの提供、保守サポート等の対応 

（３）放送サービスのご案内 

（４）放送サービスに関する販売促進、アンケート調査並びにプレゼント等の送付 

（５）放送サービス改善又は新たなサービスの開発 

   ３．ＪＣＶは、工事業務、サービス案内業務、保守業務、サポート対応業務、利用料請求業

務等の利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取扱いに関する契約を締結している

協力会社、提携会社及び業務委託会社へ個人情報を預託することがあります。 

預託先については、個人情報の取扱いには厳重に管理するよう指示徹底します。 

   ４．ＪＣＶは、以下の場合を除き、ご本人様の同意なしに個人情報を第三者に提供すること

はありません。 

（１）法令の規定による場合 

（２）皆様及び公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合 

（３）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、ご本人の同意を得ることが困難である場合 



（４）国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する場合 

５．個人情報保護法に基づく開示等の請求について、加入者は本人であることを証明する書

類（運転免許証、健康保険の被保険者証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カード、

在籍証明書のいずれか）のコピー１通を添付のうえ、書面にて請求し下記当て郵送して

いただきます。 

      〒９４３－８５２２ 新潟県上越市西城町２－２－２７ 

      上越ケーブルビジョン株式会社  個人情報保護担当 

（２）開示請求につきまして、加入者は１回の請求ごとに別に定める手数料を支払っていた

だきます。 

（３）開示請求に対し、ＪＣＶは加入者の請求書記載住所宛に、「配達証明書留郵便」にて

書面で回答します。 

（４）開示請求に伴いＪＣＶの取得したコピー１通について、ＪＣＶは加入者に対する回答

が終了した後適切に管理、廃棄します。 

【約款の変更】 

第２２条 ＪＣＶは総務大臣に届け出・受理されたうえで、この契約約款を変更する場合がありま

す。この場合、ＪＣＶと加入者との契約内容は、変更後の契約約款の内容によるものと

します。 

【定めなき事項】 

第２３条 この約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、ＪＣＶと加入者はお互い

に誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。 

 

【附    則】 

（特約） 

ＪＣＶは、特に必要があると認めた場合は、本約款に特約を付すことができるものと

します。 

（実施期日） 

この改正約款は２００７年（平成１９年）４月１日より実施します。 

      ２００９年（平成２０年）５月１日一部改正 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表1  加入金・引込工事代金・月額基本利用料金表 

加入形態 

   

料金項目 

一 般 加 入 営 業 加 入 集    合    加    入 

一戸建住宅及び

右記以外の加入

者 

旅館・ホテル・病院

等第三者サービス 

賃貸アパート 

賃貸マンション 
分譲マンション 

加 入 金 
５５，０００円 

(税込57,750円) 

５５，０００円 

(税込57,750円) 

５５，０００円 

(税込57,750円) 

１世帯当り19,000円 

(税込19,950円) 

引込工事代 
２５，０００円 

(税込26,250円) 

２５，０００円 

(税込26,250円) 

２５，０００円 

(税込26,250円) 

２５，０００円 

(税込26,250円) 

光テレビ引込

工事代 

２５，０００円 

(税込26,250円) 

２５，０００円 

(税込26,250円) 

２５，０００円 

(税込26,250円) 

２５，０００円 

(税込26,250円) 

光テレビ追加

引込工事代 

１０，０００円 

(税込10,500円) 

１０，０００円 

(税込10,500円) 

１０，０００円 

(税込10,500円) 

１０，０００円 

(税込10,500円) 

月   額 

基本利用料 

２，９００円 

(税込3, 045円) 

１台目2,900円 

(税込3,045円) 

増設1台当り 850円 

(税込892円) 

月額基本利用料金 

   × 

 部屋契約数 

１世帯当り2,900円 

(税込3,045円) 

 

別表２ 有料チャンネル視聴料金表 

項   目 有料チャンネル視聴料 備               考 

有料チャンネル 別に定める金額 

１．各サービスごとに定めます。 

２．ＳＴＢ１台ごとに料金が必要です。 

３．ホームターミナル１台ごとに料金が必要です。 

 

別表３ 各種料金表  

項目 金額 備考 

臨時加入利用料 ６，０００円 

（税込6,300円） 

月額料金 

 

臨時加入工事代 

 

３１，０００円 

（税込32,550円） 

引込工事代 ２５，０００円 

（税込26,250円） 

撤去代金   ６，０００円 

（税込6,300円） 

開通工事代 ３，０００円 

（税込3,150円） 

 

移転工事代  

３１，０００円 

（税込32,550円） 

現引込撤去代金   ６，０００円 

（税込6,300円） 

移転先引込工事代 ２５，０００円 

（税込26,250円） 

名義変更料 ５，０００円 

（税込5,250円） 

 



一時休止手数料 １０，０００円 

（税込10,500円） 

 

一時休止工事代   ３，０００円 

（税込3,150円） 

 

再開通工事代   ３，０００円 

（税込3,150円） 

 

解約撤去工事代   ６，０００円 

（税込6,300円） 

 

加入金・工事代金

分割手数料 

２，５００円 

（税込2,625円） 

 

開示請求手数料  １，０００円 

（税込1,050円） 

 

ＣＡＳカード再発

行費用 

 ５，０００円 

（税込5,250円） 
カード１枚ごとの料金です。 

 


